
阿賀野市告示第３３号 

 阿賀野市不育症治療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和５年３月１４日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善  

 

   阿賀野市不育症治療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

阿賀野市不育症治療費助成事業実施要綱（令和２年阿賀野市告示第７１号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第３号を次のように改める。 

(３) 夫婦の両方が、治療期間中から申請時までにおいて市内に住所を有すること。

ただし、治療開始日以降に夫婦のいずれかが死亡した場合は、夫婦の両方が治療

期間内に市内に住所を有し、かつ夫婦のいずれかが申請時までに市内に住所を有

することとする。 

第３条第５号を次のように改める。 

(５) 当該助成に係る治療期間の初日の属する年度及びその前年度において、市税等

の滞納がない者であること。 

 第４条第２項に次の１号を加える。 

(５) 夫婦両方が転入する前に治療に要した医療費 

 第６条第１項に次の１号を加える。 

(５) その他市長が必要と認めるもの 

 第１号様式を次のように改める。 
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 第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 


